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資料３－１

住民基本台帳制度について

１．目的

住民基本台帳法は、市町村（特別区を含む。）において、住民の居住関係の公証、

選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所

に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、

住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もって住民の

利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的と

する。

２．対象者

日本国籍を有する住民

３．台帳の整備、管理等の主体

市（指定都市にあっては区）町村（特別区を含む。）

４．住民基本台帳

住民基本台帳は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成したもの。

５．住民票の記載と記載事項

(1) 住民票の記載

住民票の記載、記載の修正、消除は、住民の届出又は市町村長の職権により行われ

る。

(2) 主な記載事項

○氏名

○生年月日

○男女の別

○住所

○世帯主の氏名及び世帯主との続柄

○戸籍の表示

○選挙人名簿への登録の有無

○国民健康保険の被保険者の資格に関する事項（資格を取得した日等）

○介護保険の被保険者の資格に関する事項（被保険者となった日等）

○国民年金の被保険者の資格に関する事項（被保険者の種別等）

○児童手当の受給資格に関する事項（児童手当の支給を開始した日等）

○住民票コード



- 2 -

６．住民票の正確性確保のための措置

住民票は、住民の居住関係等の公証制度であり、その記載事項の正確性の確保のため

に、次のような手続きがとられている。

(1) 届出

○転入届

○転居届

○転出届

○世帯変更届 等

(2) 調査

市町村長は、定期に又は必要に応じて、随時、住民票の記載事項について調査を行

う。

(3) 市町村間の通知

転入届があった場合や戸籍に関する届出を受理した場合等には、市町村間において

通知を行う。

７．選挙人名簿との関係

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で、選挙権を有するものにつ

いて行われる。

市町村長は、住民票の記載等をしたときは、選挙管理委員会に通知を行う。

選挙管理委員会は、通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めな

ければならない。

８．住民基本台帳を基礎として行う事務

住民基本台帳は、次に掲げる事務処理の基礎となっている。

○選挙

○国民健康保険

○介護保険

○国民年金

○児童手当

○住民税

○学齢簿

○印鑑登録証明

○予防接種

○生活保護

○その他の保健・福祉サービス 等
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９．住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度と住民票の写し等の交付制度

立法当初、住民基本台帳は、住民の居住関係について公証する唯一の公簿として、原

則公開とすることが、住民の利便を増進させるものと考えられた。その後、個人情報保

護の観点から一定の制限が行われた。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

○何人でも閲覧を請求することができる。

○請求者は請求事由等を明らかにする必要があり、市町村長は、不当な目的による

ことが明らかなとき又は閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれ

があることその他の当該請求を拒むに足りる相当の理由があると認めるときは、請

求を拒むことができる。

○閲覧の対象は、「氏名、生年月日、男女の別、住所」

○取引の相手方の確認、世論調査、学術調査、市場調査等に利用されている。

→平成１８年１１月１日より、何人でも閲覧できる制度を廃止し、再構築した閲覧制度

を施行（別紙参照）。

(2) 住民票の写し等の交付

○自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し等の交付を請求するこ

とができる。

○何人でも第三者（自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者）の住民票の写

し等（住民票コードを除く）の交付を請求することができる。

○続柄や戸籍の表示については、特別の請求が必要

○請求者は請求事由等を明らかにする必要があり、市町村長は不当な目的によるこ

とが明らかなときは、請求を拒むことができる。

１０．戸籍の附票

(1) 本籍地の市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者について、戸籍を単位

として、戸籍の附票を作成することとされている。

(2) 記載事項

○戸籍の表示

○氏名

○住所

○住所を定めた年月日

○在外選挙人名簿に登録された旨 等

(3) 戸籍の附票の写しについては、住民票の写しに準じた交付制度がある。
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１１．本人確認情報の処理及び利用等

○氏名、生年月日、男女の別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報を「本人確認

情報」と定義している。

○本人確認情報について、市町村長から都道府県知事、都道府県知事から指定情報処理

機関へ通知するものとされている。

○都道府県知事又は指定情報処理機関から国の機関等へ、本人確認情報を提供するが、

提供先となる国の機関等及び事務については法令で規定されている。都道府県知事が

利用できる事務についても、法令又は条例で規定されている。



 
 
 
何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止

し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築 
 

（１）閲覧することができる場合を限定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）閲覧の手続等の整備 

 

 

 

 

 

 
 
 
（３）偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止

に対する違反等に対する制裁措置の強化（過料の引上
げ、刑罰規定の新設） 

 
（４）施行期日 

平成１８年１１月１日 

 

（別紙）

住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要 

① 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のため

に閲覧する場合 

② 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の

申出があり、かつ、市町村長が当該申出を相当と認める場合 

・ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益

性が高い（※）と認められるもの 

※ 調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等（総務

大臣が定める基準） 

・ 公共的団体（例：社会福祉協議会等）が行う地域住民の福祉

の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの

等

・ 閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取扱い等の明

示 

・ 閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化 

・ 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止 

・ 不正閲覧等に対する報告徴収、勧告、命令 

・ 閲覧した者の氏名、利用目的の概要等の公表  等 
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